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全乗務員の皆さん！大変ご苦労様です！

管理者から「引っ越しご苦労様！」の一声も無しに仮庁舎での業務がスタートしました。

管理者スペース（運転・指導・営業各科）の広さに比べ、乗務員待機室の狭さが際だって

います。これだけ見ても管理者のための仮庁舎だといえます。

そこで私たち東海労は、以下の通り改善要求します。

業務に睡眠プログラムは全く関係ありません。しかも何故登録制なんでしょうか？

労働時間まで管理することは不法行為です。従来のソファーを置き、何時でも誰でも使

用できるようにしなければなりません。

転後数日が経過しましたが、入浴は大一輸の浴室に出向き、しかも、大一輸宿泊乗務員

に加え、大二輸宿泊乗務員が加算され、脱衣場では、裸のまま行列ができているとのこと

です。ただでさえ睡眠時間がないのに、この様な状態が続けば、ますます睡眠不足のまま

乗務することを強いられます。

三階シャワー室使用は管理者だけと制限されています。お客様と接するのは乗務員です。

差別は許されません。乗務員にもシャワー室を開放されなければなりません。

三階の男女ロッカー室への分岐通路は視覚となるために、一階通路の空きスペースに組

み合い掲示板の移動が必要です。

仮庁舎での業務は今後二年間は続きます。是非とも乗務員の働きやす

い職場にしようではありませんか！！全乗務員で声を上げましょう！

私たち東海労は、現状を改善するために闘います！




